
特
定
健
診
・
健
康
診
査
の
受
診
期
限
は

３
月
31
日
㈰
！

対
象
者
に
５
月
に
受
診
券
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。
忘
れ
ず
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
だ
受
診
し
て
お
ら
ず
、
お
手
元
に
受

診
券
が
な
い
方
は
、
加
入
す
る
保
険
の
担

当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
①
40
歳
以
上
の
所
沢
市
国
民
健
康
保
険

加
入
者
②
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
制
度
加
入
者

受
診
医
療
機
関　
市
内
協
力
医
療
機
関

自
己
負
担
額　
８
０
０
円

問
①
国
民
健
康
保
険
課
☎
２
９
９
８

‐

９

１
３
１
②
同
課
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

☎
２
９
９
８

‐

９
２
１
８

特
別
児
童
扶
養
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
重
度
の
内
科
疾

患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③
精

神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
①
ま
た
は
②

と
同
程
度
の
障
害

手
当
月
額　
▼
１
級
…
５
１
、
７
０
０
円

▼
２
級
…
３
４
、
４
３
０
円

留
意
事
項　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
子
ど
も
が
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
施
設
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８‐

９
２
２
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

・
児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
母
な
ど

▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
医
療
費
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

お
知
ら
せ

市
税
の
納
期
限

１
月
４
日
㈮
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
３
期
）
、
国
民
健
康
保
険
税
（
６
期
）

の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８

‐

９
０
７
３

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
ミ
ュ
ー
ズ

改
修
工
事
に
よ
る
休
館

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
、
大
・
中
・

小
ホ
ー
ル
吊
り
天
井
の
耐
震
化
、
省
エ
ネ

対
応
な
ど
の
設
備
機
器
の
更
新
の
た
め
、

改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
館
期
間　
平
成
30
年
12
月
10
日
㈪
～
32

年
３
月
31
日
㈫

◎
30
年
12
月
９
日
㈰
の
利
用
ま
で
は
、
通

常
ど
お
り
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

再
開
後
の
施
設
予
約
の
受
け
付
け
時
期
や

方
法
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
文
化
芸
術
振
興
課

　
☎
２
９
９
８

‐

９
２
１
１

こ
ば
と
児
童
館
空
調
工
事
に
よ
る
一
部
休
館

12
月
か
ら
３
月
上
旬
ま
で
、
一
部
の
部

屋
が
使
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
次
の
期
間
中

は
一
般
来
館
利
用
を
中
止
し
て
、
生
活
ク

ラ
ブ
事
業
の
み
行
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
来
館
利
用
中
止
期
間　
12
月
25
日
㈫

～
１
月
８
日
㈫

問
青
少
年
課
☎
２
９
９
８

‐
９
１
０
３

外
壁
改
修
工
事
に
よ
り

ラ
ー
ク
所
沢
で
の
資
源
物
回
収
を
中
止 

回
収
中
止
日　
▼
廃
食
用
油
…
12
月
１
日

㈯
、
１
月
５
日
㈯
▼
単
一
素
材
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
…
12
月
８
日
㈯
、
１
月
12
日
㈯

▼
牛
乳
パ
ッ
ク
…
12
月
１
日
㈯
～
１
月

31
㈭

問
リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ
あ
い
館　

　
☎
２
９
９
４

‐

５
３
７
４

み
ん
な
で
考
え
る
市
の
仕
事
事
業

取
り
組
み
方
針
を
公
表

10
月
20
日
㈯
開
催
の
「
み
ん
な
で
考
え

る
市
の
仕
事
事
業
」
。
市
民
委
員
か
ら
出

た
意
見
へ
の
市
の
方
針
を
12
月
10
日
㈪
か

ら
市
Ｈ
（
Ｓ
み
ん
な
で
考
え
る
）
で
公
表

し
ま
す
。

問
経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８

‐

９
０
２
７

政
治
家
か
ら
の
寄
附
は
禁
止
で
す
！

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
や
団
体
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
（
寄
附
）
は
、
時

期
や
理
由
を
問
わ
ず
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
寄
附
の
一
例

▼
お
歳
暮
や
お
年
賀
▼
お
祭
り
や
集
会

へ
の
寄
附
・
飲
食
物
な
ど
の
差
し
入
れ
▼

年
賀
状
、
寒
中
見
舞
状
な
ど
の
あ
い
さ
つ

状
（
答
礼
の
た
め
の
自
筆
の
も
の
を
除
く
）

ま
た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
寄
附
を
求

め
る
こ
と
も
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
２
９
９
８

‐

９
２
５
９

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

手
当
月
額　
▼
児
童
が
１
人
…
４
２
、
５

０
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
２
、

４
９
０
円
～
１
０
、
０
３
０
円
（
一
部

支
給
）
▼
児
童
が
２
人
…
最
大
１
０
、

０
４
０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３
人
以
上

…
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
最
大
６
、

０
２
０
円
を
加
算

共
通
事
項　
▼
児
童

が
18
歳
に
な
っ
た

年
の
年
度
末
ま
で

が
対
象
▼
申
請
が

必
要
▼
申
請
者
や

そ
の
配
偶
者
、
生

計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所

得
制
限
あ
り
▼
児
童
福
祉
施
設
（
母
子

生
活
支
援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
を
除

く
）
な
ど
に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８‐

９
１
２
４

公
園
の
落
葉
を
堆
肥
な
ど
に

利
用
し
ま
せ
ん
か

所
沢
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
ー
ク
な
ど
の
公
園

や
緑
地
の
落
ち
葉
を
掃
い
て
持
ち
帰
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

対
市
内
在
住
の
方

問
公
園
課
☎
２
９
９
８

‐

９
１
９
６

救
急
時
の
医
療
情
報
を
自
宅
に
保
管

単
身
障
害
者
用
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト

対
市
内
在
住
で
64
歳
以
下
の
単
身
障
害
者

（
一
日
の
大
半
を
一
人
で
過
ご
す
場
合

含
む
）

申
障
害
者
手
帳
を
持
ち
、
市
役
所
１
階
障

害
福
祉
課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、

保
健
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ
の
健
康
支
援
室

（
上
安
松
）
、
市
内
各
消
防
署
・
分
署
、

相
談
支
援
事
業
所
に
直
接
（
代
理
可
）

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８

‐

９
１
１
６

河
川
な
ど
の
水
質
事
故
防
止
に
ご
協
力
を

河
川
や
水
路
に
油
や
薬
品
な
ど
が
流
れ
、

魚
が
死
ん
だ
り
、
水
道
水
や
農
業
用
水
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
水
質
事
故
が
多

く
発
生
し
て
い
ま
す
。
事
故
対
応
の
費
用

は
、
原
則
原
因
者
の
負
担
で
す
。
不
要
な

塗
料
や
油
、
薬
品
な
ど
を
決
し
て
河
川
や

水
路
、
側
溝
に
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
水
質
事
故
を
見
つ
け
た
ら
、
す
ぐ

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

‐

９
２
３
０

公
共
施
設
利
用
者
カ
ー
ド

（
体
育
施
設
・
個
人
）
の
更
新

転
出
者
や
住
所
変
更
な
ど
の
確
認
の
た

め
、
発
行
し
て
い
る
全
て
の
カ
ー
ド
を
更

新
し
ま
す
。
期
間
中
に
更
新
し
な
い
場
合
、

平
成
31
年
４
月
１
日
㈪
か
ら
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

対
30
年
10
月
31
日
㈬
以
前
に
カ
ー
ド
を
取

得
し
た
方

更
新
期
間　
31
年
１
月
４
日
㈮
～
３
月
31

日
㈰

更新受付施設 受付時間

市民体育館 午前8時30分～
午後9時

総合運動場、北野総合運動場、滝の
城址公園運動場、北中運動場、狭山
湖運動場、航空記念公園野球場

午前8時30分～
午後5時

市役所6階スポーツ振興課（土・日曜、
祝日除く）

午前8時30分～
午後5時15分

まちづくりセンター（月曜、祝日除
く）
◎取り扱い日は各まちづくりセンタ―に
確認してください。

午前8時30分～
午後5時15分

◎
更
新
後
の
有
効
期
限
は
34
年
（
２
０
２

２
年
）
３
月
31
日
㈭
で
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
２
９
９
８

‐

９
２
４
８

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

日
12
月
１
日
㈯
～
14
日
㈮

重
点
目
標　
薄
暮
時
の
ラ
イ
ト
点
灯
と
反

射
材
の
着
用
推
進

◆
交
通
安
全
啓
発
運
動

反
射
材
な
ど
の
交
通
安
全
グ
ッ
ズ
を
配

布
し
ま
す
（
雨
天
中
止
）
。

日
12
月
３
日
㈪
午
後
２
時
～

場
マ
ミ
ー
マ
ー
ト
所
沢
山
口
店

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

‐

９
１
４
０

取り扱い業務
転入・転出・転居などの手続き
印鑑登録、住民票や戸籍などの証明書
国民年金の手続き
国民健康保険の手続き
後期高齢者医療制度の相談※
課税・非課税証明書、納税証明書
市税・国民健康保険税の納付
納税相談※

場市役所1階、まちづくりセ
ンター（並木除く）

コンビニで住民票や印鑑
登録証明書、課税証明書
が受け取れます。

問経営企画課☎2998-9027

まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

毎月第２・４土曜午前休日開庁

マイナンバーカードが便利♪

午前8時30分～
午後0時30分

12月8日㈯・22日㈯ク
イ
ズ
1

野
菜
た
っ
ぷ
り

冬
の
健
康
レ
シ
ピ
は
？

チ
ー
ズ
○
ッ
カ
ル
ビ

ヒ
ン
ト
・
９
面�

応
募
方
法
は
15
面

City Topics

韓
国
・
安あ

に
ゃ
ん養

市
と
の

姉
妹
都
市
締
結
20
周
年

記
念
式
典
に
参
加

　
安
養
市
か

ら
の
招し

ょ
う

聘へ
い

で
、

藤
本
市
長
を

団
長
に
し
た

代
表
訪
問
団

と
市
民
訪
問

団
が
安
養
市

へ
。
記
念
式
典
や
植
樹
（
写
真

①
）
な
ど
に
参
加
し
ま
し
た
。

紫
綬
褒
章
受
章
者
で
市
内
在
住

の
彫
刻
家
・
戸と

谷や

成し
げ

雄お

さ
ん

（
写
真
②
）
ら
が
出
展
し
た
姉

妹
都
市
作
品
交

流
展
に
も
参
加

し
、
文
化
・
芸

術
の
分
野
で
も

交
流
し
ま
し
た
。

▲両市の友好交流に尽力
してきた武藤正

あきら

さん（左）。
これまでの功績が評価さ
れ、日本人 2 人目の安養
市名誉市民に

●①

●②

広報ところざわ平成 30 年 12 月号

手話通訳 要約筆記 予約保育／月初は12月3日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課52994-0706へ（市外局番は04）
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